
第5次田尻町総合計画

基本計画

1　ひとを育み未来につなぐまちをつくる

2　誰もが元気に安心して暮らせるまちをつくる

3　住み働き楽しく豊かさを感じるまちをつくる

4　みんなでまちをつくる

　　戦略プロジェクト





1 ひとを育み未来につなぐまちをつくる

１‐１  次世代の育成

１‐２　学校教育

１‐３　生涯学習

１‐４　人権尊重

１‐５　国際化と平和の推進
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1   ひとを育み未来につなぐまちをつくる

現状と課題

基本方針

１-１　次世代の育成

田尻町では、関西国際空港開港を契機に人口
増加が続いていますが、年少人口比率は横ばい
となっています。今後は若い世代の人口流入が
鈍化し、人口が減少に転じることが予測され、
人口の維持と均衡のとれた人口構成の維持が
求められています。引き続き、子どもたちが健
やかに育ち、若い世代が安心して子どもを産み
育てることができる環境づくりが求められて
います。

子育て支援では、子育てガイドブックの作成・配布など子育てに関する情報提供、フ
ァミリーサポートセンター事業や町立幼稚園・子育て支援センターでの一時預かり事業な
ど保育サービスの充実、３歳から５歳児の保育所・幼稚園の保育料等無償化やこども医療
費助成事業対象者を18歳まで拡大するなど子育てに伴う経済的負担の軽減に取り組んで
きました。今後は、子ども・子育てに関する窓口の一本化など、相談・支援体制の充実を図
る必要があります。

子どもたちを健やかに育む環境づくりでは、子どもの見守り活動や放課後
子ども教室推進事業など、学校と家庭・地域の連携による取組みを進めてきました。今後
は、地域に開かれた学校、おらが学校としての意義を大切にし、町全体で子育てを進めら
れるよう連携の強化が求められています。

○子育て支援施策を総合的に推進し、子育てを町ぐるみで支えることにより、田尻で子ども
を産み育てたい、育ててよかったと思えるまちづくりをめざします。

○子どもの権利を尊重し、次世代を担う子どもたちがあたたかな人びとのつながりのなか
で健やかに育っていくことができる環境づくりを進めます。
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施策の展開

(  1  )  子育て支援体制の充実

(  2  )  子どもたちを健やかに育む環境づくり

① 子育てに関する情報提供 ･
相談の充実

• 子育て支援センター事業の充実
• 子育て支援ガイドブックの作成

• 関係機関との連携強化による、児童虐待の未然防止と早期発見、適
切な支援が図れる体制の充実

• 住民や関係機関 ･団体との連携による、あいさつ運動や見守り活動、
青色防犯パトロールなどの推進

• 地域や学校との連携による、青少年の生涯学習・スポーツ ･ボラン
ティア活動などの促進

• 各種講座 ･講習 ･研修会開催など、青少年活動の指導者やリーダー
の養成

• 中学校区地域教育協議会（たじりｔｒｙ · あんぐる）など学校と家
庭 ･地域の連携体制の強化

• スクールカウンセラー ･スクールソーシャルワーカー等の専門職と
連携した生徒指導 ･教育相談の充実

• 親子が気軽に交流できる場の充実
• 子育てグループなど自主的な活動への支援

②子育て交流の促進

• 幼保合同保育の推進と保育内容の充実
• 延長保育、一時預かり事業など多様な保育サービスの充実
• 子育て短期支援事業の充実
• ファミリーサポートセンター事業の充実

③保育サービスの充実

②青少年活動の支援

① 学校と家庭 ･地域の連携
による教育環境づくり

• 放課後児童健全育成事業（なかよし学級）の充実
• キッズ ･ルームの子どもたちの遊びと学びの場、保護者の交流の場
としての運営

④放課後児童の健全育成

• ３歳から５歳児の保育料等無償化やこども医療費助成事業の充実 ･
利用促進

⑥ 子育てに伴う経済的負担
の軽減

• 妊婦教室や親子教室等での食育、健診での育児・栄養相談や指導の
充実

⑤子どもと親の健康づくり

③子どもの安全の確保

• 岸和田子ども家庭センターと連携した、支援制度や相談窓口の案内 ･
情報提供

⑦ ひとり親家庭の生活支援
と自立促進

④子どもの権利擁護



ひ
と
を
育
み
未
来
に

つ
な
ぐ
ま
ち
を
つ
く
る

住
み
働
き
楽
し
く
豊
か
さ
を

感
じ
る
ま
ち
を
つ
く
る

①

③

④
み
ん
な
で
ま
ち
を
つ
く
る

誰
も
が
元
気
に
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
る

②

28

現状と課題

基本方針

１-２　学校教育

少子化の進行、情報化の進展、生活様式の多様化など、教育を取り巻く環境が大きく
変わるなかで、子どもの学習意欲や学カ・体力の低下、規範意識の希薄化など多くの面
で課題が指摘されています。子どもたちを取り巻く社会環境は常にめまぐるしく変化
し、子どもたちの成長に少なからず影響を与えています。このような状況のもと、大人
たちが手を携え、子どもが自ら育つ力を最大限に活かし、子どもの成長を見守るととも
に、「生きる力」を育てる環境を整備し、確かな学力を身につけた心豊かでたくましい
「田尻の子」を育むことが求められています。

保幼小中一貫教育では、田尻町では小・中学校が互いに隣接するという立地を活
かした小中連携により、子どもの学力や学習状況、心身の状況を的確にとらえ、子ども
たちの力を着実に伸ばす小中一貫教育の取組みを進めています。今後は、保幼も含めた
一貫教育の実践の組織的な取組みを進める一方で、2016（平成28）年度から小中一貫
教育校が制度化されたことから、制度導入の検討も必要です。

教育環境の充実では、耐震改修など学校施設・設備の充実を進めてきました。今
後、建替え等も踏まえた学校施設の管理計画を検討することが必要です。また、安全・安
心な学校・幼稚園づくりを進めるため、地域ぐるみの取組みが重要です。

地域に開かれた学校・幼稚園づくりでは、今後とも、学校・家庭・地域がそれ
ぞれの適切な役割を果たしつつ、連携しながら、子どもたちの教育を推進していく必要
があります。

○幼年期からの一貫した教育を推進し、基礎的な学力や体力の向上を図るとともに、「生き
る力」の育成を重視した特色ある教育活動、安全な学校施設・設備の整備、地域に開かれた
魅力ある学校・園づくりなど、総合的な教育環境の向上に努め、次代を担う心豊かでたく
ましい「田尻の子」を育みます。
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施策の展開

(  1  )  「生きる力」を育む保幼小中一貫教育の推進

(  2  )  教育環境の整備充実

(  3  )  地域に開かれた学校・幼稚園づくり

• 保幼小中一貫教育のための情報共有の推進
• 保幼小中連携による教育カリキュラムの充実
• 幼保一元化によるさらなる保育・教育内容の充実
• 保育所 ･幼稚園と小 ･中学校との連携推進
• 一貫校制度の導入の検討

• 英語教育 ･国際理解教育の推進
• ICT を活用した教育保育の推進と授業改善
• 基礎基本の定着と学習習慣確立に向けた学習支援体制の推進
• 学校の教育活動すべてにおける道徳教育の充実
• 実践的な態度を養う人権教育の推進
• 健康づくりと体力の向上を図る健康教育の推進
• 支援教育の推進
• 関係機関との連携を密にした教育相談機能の充実

• ゲストティーチャーなど地域の人材を活用した体験学習や昔遊びな
どの特色のある学習の推進

• 学校 ･ 家庭 ･地域をつなぐ教育コミュニティへの参画協働（学校支
援地域本部事業）

• 保育所 ･幼稚園における子育て支援体制の充実
• 家庭や地域に対する積極的な教育情報の発信
• 学校と社会教育が連携した取組みの推進（親学習会、三世代交流促
進講座開催）

①保幼小中一貫教育の実践

②｢確かな学力」「豊かな心」  
 　「健やかな体」を育む教育  
    の推進

①地域と連携した教育の推進

②家庭や地域の教育力の向上

• 教職員の専門性、指導力を高める研修や研究活動の充実
• 少人数指導、習熟度別指導など柔軟なクラス運営をサポートする体
制づくり

③ 学校経営 ·教育指導体制
の充実

• 学校給食の安全 ･安心の確保、より効率的な運営方法の検討
• 学校給食の無償化の実施、食育の推進 ･充実

②学校給食の充実

• 学校施設の安全性を最優先とした計画的な更新・改修 ･整備
• 一貫教育をめざした施設整備の検討

①施設 ･設備の充実

• 防災教育の充実  　　 
• 通学路の安全確保
• さまざまな事態を想定した危機管理体制の確立

③安全対策の推進
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現状と課題

基本方針

１-３　生涯学習

暮らしを取り巻く環境の変化や社会の状況に対応しつつ、いまを生きる一人ひとりが
自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることが望まれています。人びとがその生涯にわた
り、あらゆる機会、場所において学習することができ、その資質・能力を向上し、またそ
の成果を適切に活かすことができる生涯学習社会の実現が、いま改めて求められていま
す。また、健康に対する関心の高まりなどにより、スポーツ・レクリエーションに対する
住民ニーズは高まりをみせており、その内容も多様化しています。

生涯学習の推進では、第２次田尻町生涯学習推進計画を策定し、総合的かつ計画
的に施策を進めてきました。生涯学習は自分自身を高めるだけでなく、その成果を日常
生活に活かし、他の人と分かち合うことによって人生がより豊かなものとなり、人びと
が幸せに生きるために欠かせないものです。住民の一人ひとりが生涯を通じて、生き生
きと学ぶことができ、田尻町でみんなが心豊かで充実した生きがいのある生活を送るこ
とができる生涯学習のまちづくりが求められています。

スポーツの推進では、田尻町には潮風グラウンドやシーサイドドームなどが設け
られ、運動や健康づくりの場として活用されています。またスポーツ推進委員や体育協
会に加盟する各種スポーツ団体等の活動を通じて生涯スポーツが進められています。住
民が生涯を通じてスポーツ・レクリエーションを楽しみ、日常生活に取り入れることに
より、健康の増進だけでなく、地域や世代間の交流を促進する生涯スポーツ社会の実現
に努めていくことが必要です。

○住民一人ひとりが生涯を通じて主体的に学び、充実した人生をおくるとともに、学習の成
果を活かして地域に還元していけるよう、いつでもどこでも学びあえる環境づくりに取
り組みます。また、だれもが生涯にわたって気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しむ
ことのできる環境づくりを進めます。
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施策の展開

(  1  )  生涯学習の推進

(  2  )  スポーツの推進

• 公民館、ふれ愛センターなど町施設の充実と積極的活用
• 図書環境の機能整備、充実
• 公民館と田尻歴史館との連携した活用
• 近隣市町との連携による施設利用機会の拡充

• 公民館活動の活性化
• 自主講座開催など自主運営にむけた支援
• 各種団体 ･グループの共通の場の形成とネットワーク化の支援
• 学校などとの連携による豊かな地域づくりの推進

⑤生涯学習施設の整備 ·充実

④ 主体的取組みの促進と　
まちづくりとの連携

• ニーズに応じた学習機会の充実
• 社会的な課題に応じた学習機会の充実
• 学習のきっかけとなる交流事業、イベントなどの充実

② 講座 · 教室 · 講演等の　
学習機会の充実

• 健康づくりにつながる、ウォーキング ･ジョギング、サイクリング
などが楽しめる環境づくり

②健康レクリエーションの
   環境づくり

• ニーズに対応したスポーツイベントや大会の開催、各種スポーツ教
室の充実

• 学校部活動と生涯スポーツとの連携等の検討

• 生涯学習に関する情報の総合的な収集・提供
• 学習相談機能の整備

• 社会教育関係団体の活動の支援や周知、活動情報の提供
• 人材情報の整備と活用方法の検討

①生涯スポーツ活動の推進

① 生涯学習の情報提供、　
相談機能の充実

③人材の発掘 ·育成

• 体育協会など各種スポーツ団体、サークルの育成と活動の促進

• スポーツ推進委員など指導者の育成と資質の向上、相互交流の促進

• 施設の計画的整備 ･改修
• 安全な施設利用を確保する維持管理

③ 団体 ･サークル活動の　
育成 ·活性化

④指導者の育成 ·確保

⑤体育施設の充実と有効活用
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現状と課題

基本方針

１-４　人権尊重

人権は、人が生まれながらに持っている人間ら
しく生きていくためのだれからも侵されること
のない基本的な権利です。すべての人びとの人権
が尊重され、差別や偏見、暴力などのない豊かな
社会を実現していくことが求められています。し
かし、いじめや子ども・高齢者・障害者など社会的
に弱い立場におかれた人に対する虐待の深刻化、
LGBTなど性的マイノリティへの差別や偏見、イ
ンターネットによる人権侵害など、人権をめぐる課題は多岐にわたっています。
また、少子高齢化と人口減少社会の到来、人びとのライフスタイル・価値観の変化、家

族や地域社会の変化が進むなか、男女が互いに人権を尊重し、責任を分かちあい、誰も
が個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現することが重要となっています。

人権の尊重では、今後ともさまざまな人権課題に適切に対応しつつ、人権を尊重す
る理念が、家庭・地域・職場・学校などにおいて生活に定着するよう、参加型学習など人
権教育・啓発の積極的な展開や人権相談体制の充実などにより、人びとが個々に有する
力を十分に発揮でき、また人と人とのつながりを通じて心豊かに安らかな暮らしがおく
れるような人権文化を育んでいくことが求められています。

男女共同参画の推進では、男女がその能力と個性を十分に発揮でき、互いに尊
重し、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野にともに参画できる環境づくり
が求められています。

○すべての人びとの人権が尊重され、差別や偏見、暴力などのない豊かな社会の実現に向
け、あらゆる機会を通じて人権教育・啓発の推進、相談体制の充実に努めます。

○男女がその能力と個性を十分に発揮でき、互いに尊重し、社会のあらゆる分野にともに参
画できる環境づくりを進めます。
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施策の展開

(  1  )  人権の尊重

(  2  )  男女共同参画の推進

• 新たな人権課題も含め町の実情に応じた講演会等の人権を考える機
会の提供と情報提供

• 職員研修の充実

① 人権のまちづくりの　　
総合的推進

• 育児 ･ 介護休業法など労働 ･雇用に関する法制度の普及、啓発
• ワーク ･ライフ ･バランス（仕事と生活の調和）の推進

③ 仕事と生活の調和を支える
環境の整備

• 学習機会、情報提供の充実
• 教育 ･子育てにおける男女共同参画の推進
• 家庭 ･地域における男女共同参画の推進

• 町の審議会や委員会等への女性の積極的な登用
• 女性職員の職域拡大、管理職への登用
• 男女共同参画に積極的に取り組む人材や団体の発掘、育成

• 新たな人権課題にも対応した相談体制の充実

• 学校教育や生涯学習、広報 ･啓発活動などを通じた、人権の尊重、
人権課題の解決に向けた人権教育 ･啓発の継続的な実施

① 男女共同参画の意識づくり
と行動の促進

②人材育成と女性の登用

③人権相談体制の充実

② 人権に関する教育 ·啓発
の実施　

• 女性総合相談、セクシャル ･ハラスメントやDV被害者の救済などに
向けた相談体制の充実

④ 男女共同参画に関する　
相談体制の整備
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現状と課題

基本方針

１-５　国際化と平和の推進

田尻町には関西国際空港が立地しており、国際線利用の旅客数の増加や町内のホテル
の新設により外国人旅行者が増加しています。また国では外国人材の受け入れ拡大の方
向にあることから、今後は本町においても外国人の居住が進むことも考えられます。
関西国際空港が立地する田尻町の特性を活かし、交流により異なる文化を相互に理解

し国際的文化を育てるまちづくりが求められています。

国際化の推進では、田尻町には国際交流基金関西国際センターが立地しており、
研修生との交流が続けられてきました。住民との国際交流がさらに広がり、深まること
が期待されます。今後は関西国際空港の立地にふさわしい国際的なまちづくりが展開さ
れることが求められます。また、国籍や民族、文化の違いなどを認めあい、地域社会を構
成する住民としてだれもが尊重され、差別や人権侵害を受けることがない多文化共生の
まちづくりが求められています。

平和の推進では、学校教育における平和学習や非核・平和に関する広報・啓発に取
り組んでいますが、今後とも、平和を守り、豊かな未来を次世代につなぐことができる
よう、平和の維持に向けたまちづくりが求められます。

○国籍や民族、文化の違いを認めあいながら、お互いが尊重しあう多文化共生のまちづくり
を進めるとともに、住民主体の国際交流・協力活動を支援します。また、平和に関する学習
の充実、広報・啓発活動などを通じて住民の意識の向上を図ります。
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施策の展開

(  1  )  国際化と平和の推進

• 生涯学習における平和に関する学習、広報 ･啓発活動の充実
• 学校教育での平和学習の充実

③平和の推進

• 住民団体 ･グループが主体となった国際交流活動、国際協カ貢献活
動の支援

• 学校教育や生涯学習における語学教育や国際理解教育、体験活動の
充実

• 共生社会の実現に向けた人権啓発 ･人権教育や国際理解教育の推進
• 外国人にもわかりやすい行政情報の提供や公共サインの充実
• 日本語指導が必要な児童生徒、保護者への支援の充実

①国際化の推進

②多文化共生のまちづくり




